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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成21年5月28日(2009.5.28)

【公表番号】特表2001-513511(P2001-513511A)
【公表日】平成13年9月4日(2001.9.4)
【出願番号】特願2000-506991(P2000-506991)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｋ  38/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   9/10     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  43/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｋ  37/02    　　　　
   Ａ６１Ｐ   9/10    　　　　
   Ａ６１Ｐ  43/00    １１１　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成21年4月7日(2009.4.7)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】特許請求の範囲
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
　　【請求項１】　高コレステロール血症に罹患している患者において加速性アテローム
性動脈硬化症を抑制するための薬学的組成物であって、
　有効成分としての、後生的グリケーション最終生成物の可溶性ヒトレセプターのフラグ
メントであって、後生的グリケーション最終生成物のレセプターのＶタイプ免疫グロブリ
ンドメインを含むフラグメントから本質的になるポリペプチドと、
　薬学的に許容し得る担体と
を含む薬学的組成物。
　　【請求項２】　高トリグリセリド血症に罹患している患者において加速性アテローム
性動脈硬化症を抑制するための薬学的組成物であって、
　有効成分としての、後生的グリケーション最終生成物の可溶性ヒトレセプターのフラグ
メントであって、後生的グリケーション最終生成物のレセプターのＶタイプ免疫グロブリ
ンドメインを含むフラグメントから本質的になるポリペプチドと、
　薬学的に許容し得る担体と
を含む薬学的組成物。
　　【請求項３】　高脂血症に罹患している患者において加速性アテローム性動脈硬化症
を抑制するための薬学的組成物であって、
　有効成分としての、後生的グリケーション最終生成物の可溶性ヒトレセプターのフラグ
メントであって、後生的グリケーション最終生成物のレセプターのＶタイプ免疫グロブリ
ンドメインを含むフラグメントから本質的になるポリペプチドと、
　薬学的に許容し得る担体と
を含む薬学的組成物。
　　【請求項４】　アテローム性動脈硬化症の臨床的徴候を表す患者を治療するための薬
学的組成物であって、
　有効成分としての、後生的グリケーション最終生成物の可溶性ヒトレセプターのフラグ
メントであって、後生的グリケーション最終生成物のレセプターのＶタイプ免疫グロブリ
ンドメインを含むフラグメントから本質的になるポリペプチドと、
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　薬学的に許容し得る担体と
を含む薬学的組成物。
　　【請求項５】　前記患者が哺乳類である、請求項１～４の何れか１項に記載の薬学的
組成物。
　　【請求項６】　前記哺乳類がヒトである、請求項５に記載の薬学的組成物。
　　【請求項７】　ポリペプチドの量が、0.000001 mg/kg体重～100 mg/kg体重を含む、
請求項１～４の何れか１項に記載の薬学的組成物。
　　【請求項８】　前記患者が糖尿病の患者である、請求項１～４の何れか１項に記載の
薬学的組成物。
　　【請求項９】　前記患者がグルコース代謝障害を有する、請求項１～４の何れか１項
に記載の薬学的組成物。
　　【請求項１０】　前記患者が肥満の患者である、請求項１～４の何れか１項に記載の
薬学的組成物。
　　【請求項１１】　前記患者が加速性アテローム性動脈硬化症に罹っている、請求項４
に記載の薬学的組成物。
　　【請求項１２】　前記薬学的組成物の投与が、病変内、腹腔内、筋内、もしくは静脈
内注射；点滴；リポソーム介在デリバリー；または局所、鼻、口、眼、もしくは耳デリバ
リーにより行われる、請求項１～４の何れか１項に記載の薬学的組成物。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００８１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００８１】
　一つの「Ｖ」タイプ免疫グロブリンドメインと、それに続く二つの「Ｃ」タイプドメイ
ンとから成るＲＡＧＥの細胞外部分（可溶性もしくはｓＲＡＧＥと称される）が、細胞Ｒ
ＡＧＥに結合し活性化するＡＧＥsの能力に関与していることが更に実証された（Schmidt
ら, 1994）。in vivoにおいて、ｓＲＡＧＥの投与は、糖尿病ラットの高浸透能力を阻害
する（Wautierら, 1996）。
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